
医療計画の基本フレーム等について

平成２９年５月３０日大分県医療計画策定協議会

資料２



１ 計画期間

計画期間を５年間から６年間に変更し、平成３０年度から平成３５年度までとする。在宅医療等については中間
年に見直しを行う。

２ 介護保険事業（支援）計画との整合

医療計画、市町村介護保険事業計画及び県介護保険事業支援計画との整合性を確保するため、新たに会議
を設置し、協議を行ったうえで、在宅医療の目標値等に反映する。

３ 主要事業（５疾病・５事業及び在宅医療）

「急性心筋梗塞」を「心筋梗塞等の心血管疾患」に改め、急性心筋梗塞に限らず、心不全等の合併症や、他の
心血管疾患（急性大動脈解離等）を含めた医療提供体制の構築を図る。
（旧）５疾病：がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患
（新）５疾病：がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患

４ 医療圏

厚生労働省の見直し対象となった二次医療圏については、人口規模、面積、患者の流出入の実態などを考慮
したうえで検討したい。

大分県医療計画の改定に係る基本的考え方について
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「大分県医療計画」の基本フレーム（案）

第１章 大分県医療計画の趣旨

第２章 大分県医療の現状

第１節 人口及び医療施設等の状況

第２節 県民の受療の状況

第３章 医療圏と基準病床数

第１節 医療圏の設定

第２節 基準病床数

第４章 地域医療構想

第５章 安心で質の高い医療サービスの提供

第１節 患者本位の医療サービスの提供

第２節 医療機関の医療機能の分化と連携

第３節 がん医療

第４節 脳卒中医療

第５節 心筋梗塞等の心血管疾患医療

第６節 糖尿病医療

第７節 精神疾患医療

第１款 精神疾患

第２款 認知症

第８節 小児医療

第９節 周産期医療

第10節 救急医療

第11節 災害医療

第12節 へき地医療

第13節 在宅医療

第14節 その他医療提供体制の確保

１ 障がい保健対策

２ 結核・感染症対策

３ 臓器等移植対策

４ 難病・原爆被爆者対策

５ アレルギー疾患対策

６ 今後高齢化に伴い増加する疾患等対策

第１章 大分県医療計画の趣旨

第２章 大分県医療の現状

第１節 人口及び医療施設等の状況

第２節 県民の受療の状況

第３章 医療圏と基準病床数

第１節 医療圏の設定

第２節 基準病床数

第４章 安心で質の高い医療サービスの提供

第１節 患者本位の医療サービスの提供

第２節 医療機関の医療機能の分化と連携

第３節 がん医療

第４節 脳卒中医療

第５節 急性心筋梗塞医療

第６節 糖尿病医療

第７節 精神疾患医療

第１款 精神疾患

第２款 認知症

第８節 小児医療

第９節 周産期医療

第10節 救急医療

第11節 災害医療
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４ 難病・原爆被爆者対策

改定案 現行
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７ 歯科保健医療対策

８ リハビリテーション対策

９ 血液の確保・適正使用対策

第15節 公的病院等の役割

第16節 歯科医療機関の役割

第17節 薬局の役割

第６章 地域医療を支える人材の確保と資質の向上

第１節 医師

第２節 歯科医師

第３節 薬剤師

第４節 看護職員（保健師・助産師・看護師・

准看護師）

第５節 歯科衛生士・歯科技工士

第６節 管理栄養士・栄養士

第７節 臨床検査技師・衛生検査技師・診療放

射線技師・診療エックス線技師

第８節 理学療法士・作業療法士

第９節 その他の医療従事者

第10節 介護サービス従事者

第７章 医療の安全の確保

第８章 健康危機管理体制の構築

第１節 健康危機管理体制

第２節 医薬品等の安全対策

第３節 食品の安全衛生対策

第４節 生活衛生対策

第９章 保健・医療・福祉（介護）の総合的な取組の推進

第１節 保健・医療・福祉（介護）の連携

第２節 健康づくり運動の推進

第３節 高齢者保健福祉対策

第４節 保健福祉施設の機能強化

５ 歯科保健医療対策

６ リハビリテーション対策

７ 血液の確保・適正使用対策

第15節 公的病院等の役割

第16節 歯科医療機関の役割

第17節 薬局の役割

第５章 地域医療を支える人材の確保と資質の向上

第１節 医師

第２節 歯科医師

第３節 薬剤師

第４節 看護職員（保健師・助産師・看護師・
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第６節 管理栄養士・栄養士

第７節 臨床検査技師・衛生検査技師・診療放

射線技師・診療エックス線技師

第８節 理学療法士・作業療法士

第９節 その他の医療従事者

第10節 介護サービス従事者

第６章 医療の安全の確保

第７章 健康危機管理体制の構築

第１節 健康危機管理体制

第２節 医薬品等の安全対策

第３節 食品の安全衛生対策

第４節 生活衛生対策

第８章 保健・医療・福祉（介護）の総合的な取組の推進

第１節 保健・医療・福祉（介護）の連携

第２節 健康づくり運動の推進

第３節 高齢者保健福祉対策

第４節 保健福祉施設の機能強化

改定案 現行
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第１０章 医療における情報化の推進

第１１章 計画の推進

第１節 計画の周知と情報公開

第２節 計画の推進、評価と公表

第３節 数値目標の進行管理

（再掲）５疾病５事業及び在宅医療の数値目標

（別紙）５疾病及び在宅医療に対応可能な医療機関

（医療機関一覧表は県のホームページに掲載し、計画にはそのURL
等を表示する）

（資料）５疾病５事業及び在宅医療の現状把握のための指標

協議会設置要綱及び各委員名簿

第９章 医療における情報化の推進

第１０章 計画の推進

第１節 計画の周知と情報公開

第２節 計画の推進、評価と公表

第３節 数値目標の進行管理

（再掲）５疾病５事業及び在宅医療の数値目標

（別紙）５疾病及び在宅医療に対応可能な医療機関

（資料）５疾病５事業及び在宅医療の現状把握のための指標

協議会設置要綱及び各委員名簿

改定案 現行
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医療審議会

大分県

大分県医療計画策定協議会

がん対策推進協議会（計画策定部会）

脳卒中医療連携協議会

・がん

・脳卒中

急性心筋梗塞医療連携協議会

糖尿病医療連携協議会

・心筋梗塞等の心血管疾患

・糖尿病

・精神疾患

精神疾患医療連携協議会

（認知症）

認知症施策推進会議

小児医療対策協議会

周産期医療協議会（専門部会）

・小児

・周産期

救急医療対策協議会

災害医療対策協議会

・救急

・災害

・へき地

へき地医療対策協議会

・在宅医療

在宅医療連携協議会

医療・介護連携会議（仮）

・県と市町村との協議の場

地域医療対策協議会

・医師確保

諮問 答申

素案作成
意見聴取

パブリックコメント

医療計画の策定体制

（認知症以外）

県民

・関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会）
・各市町村
・保険者協議会
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２８年度

３月

医療審議会

県議会

関係団体

市町村

厚労省

医療計画
策定協議会

５疾病５事
業・在宅医
療

各協議会

市町村との
協議の場

２９年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

医
療
審
議
会
（
諮
問
・
答
申
）

計
画
公
示

議
会
報
告
（
常
任
委
員
会
）

議
会
報
告
（
常
任
委
員
会
）

基
本
方
針
･
作
成
指
針
等
通
知

・
医
師
会
、
歯
科
医

師
会
、
薬
剤
師
会
、
市

町
村
へ
の
意
見
照
会

第
１
回
策
定
協
議
会

・
作
成
指
針

・
基
本
フ
レ
ー
ム
協
議

第
２
回
策
定
協
議
会

・
二
次
医
療
圏
の
設
定

第
３
回
策
定
協
議
会

・
素
案
協
議

・
基
準
病
床
数
の
算
定

第
４
回
策
定
協
議
会

・
原
案
承
認

第
５
回
策
定
協
議
会

・
計
画
案
承
認

各
協
議
会
の
開
催

・
施
策
策
定

 

・
数
値
目
標

 

・
課
題
抽
出

 

・
現
状
把
握

医
療
機
関
一
覧
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

「
協
議
の
場
」

・
医
療
計
画
と
介
護
保
険

事
業
計
画
の
整
合
性
に
関

す
る
協
議

市
町
村
説
明
会
（
介
護
計
画

部
門
と
の
共
同
開
催
）

・
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
募
集

計
画
案
の
修
正

議
会
報
告
（
常
任
委
員
会
）

医
療
審
議
会
へ
経
過
報
告

医
療
審
議
会
へ
経
過
報
告

議
会
報
告
（
常
任
委
員
会
）

医
療
審
議
会
へ
報
告
（
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）

５疾病：がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患

５事業：小児、周産期、救急、災害、へき地

医療計画改定のスケジュール
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